神奈川県トランポリン大会	採点規則

一般規則
1 競技
1.1 個人競技とし、自由演技を２回行う。

2 優勝者
2.1 優勝者は、各クラス男女別で 2 回の試技の合計点の最も高い選手とする。
但し、Sクラス以下で男女どちらかが５名以下の場合は男女混合とする。

3 演技
3.1 演技は、10 種目で構成される。
但し、園児年中以下は 5 種目で構成される。

3.2 演技のやり直しは許されない。
· 選手が演技中明らかに(例えば器具の欠陥またはそれに相当する外的な影響)によって妨害された場合はやり直しが許される。その判断は主審が行う。選手の服装はこの意味においては「器具」とは見なさない。
· 観客の騒音、拍手やそれに類するものは上記の妨害に当たらない。

4 選手およびスポッターの服装
4.1 C クラス以上	男子選手
· 袖のないまたは半袖のレオタード
· 体操用ショートパンツ、体操用ロングパンツ
· トランポリンシューズ、または体操用ロングパンツと同色もしくは白色の足部を覆う靴下
4.2 C クラス以上	女子選手
· 袖つき、または袖なしのレオタードもしくはユニタード (肌に密着するものであること)
· ロングタイツの着用も認められる。体操用ショートパンツ着用可
· 肌に密着しない服装は認められない
· 安全面の理由により、顔や頭を覆うものの着用は認められない
· トランポリンシューズ、または短い白い靴下
4.3 S クラス以下
· 体操用パンツ・ランニング・T シャツ・レオタード・短い白い靴下とする（ハイソックス不可）
4.4 競技中は装身具類および時計を身に付けてはならない。但し、テービングした石のついていない指輪は除く。

また、テーピング・包帯等を着用する場合は選手の肌の色に近い色のものを着用すること。
4.5 上記 4.1、 4.2、 4.3 に違反した場合は、合計得点から 0.2 の減点(ペナルティー)とする。但し、重大な違反であると認められる場合は失格とする。この決定は試技毎に主審が行う。
4.6 スポッター
トレーニングウェアーと運動靴、またはそれらと同等のものを着用する。

5 競技カード
5.1 競技カードは、神奈川県トランポリン協会が指定したものを使用し、演技の種目及び D 得点を記入しなければならない。

6 トランポリン競技器具
6.1 トランポリンに関する FIG 器具認定基準に定める。

7 安全性の確保
7.1 選手は、自分の指定した 1 名ないし 2 名のスポッターをトランポリン器具の両側に配置できる。
7.2 スポッターマットは、選手が指定したスポッターが両側で使用することができる。

B．競技方法
8 ウオーミングアップ
8.1 試技前にS クラス以下は 2 本、C クラス以上は最低 3 本のウオーミングアップが実施できる。

9 演技の開始
9.1 各選手は、主審の合図で演技を開始する(演技の開始は主審の合図の後を意味する)。
9.2 上記 ９.1 による主審の合図があった後、選手は 60 秒以内に最初の種目を行わなければならない。これに違反した場合、合計得点より減点(ペナルティー)を行う。
· 61 秒を超えた場合	：減点	0.2 点
· 91 秒を超えた場合	：減点	0.4 点
· 121 秒を超えた場合	：減点	0.6 点
· 181 秒を超えた場合	：演技開始不可能とみなし、得点を与えない。
得点表示は「DNS(Do  not  start)」とする。
但し、器具の欠陥やその他重大な理由によってこの制限時間を越えた場合には、この減点は適用されない。この決定は主審が行う。
9.3 もし、主審の合図が行われる前に演技を開始した場合は、選手はもう一度主審の合図を受けた後に演技を開始しなければならない。
9.4 演技開始時、選手がスポッター、コーチ等に合図、アドバイスを受けた場合、主審は合計得点より 0.6
点の減点(ペナルティー)を行う。合図、アドバイスの回数にかかわらず、この減点は 1 回のみ行われる(0.6 点を超えない)。

10 演技種目の姿勢
10.1 ストラドル・ジャンプを除く全ての姿勢では、脚部はきちっと揃え、足およびつま先は伸ばしておかなければならない。
10.2 種目の姿勢は、種目ごとに求められる要素に応じて、「抱え型」「えび型」「伸び型」のいずれかでなければならない。
10.3 「抱え型」「えび型」の姿勢では、本規則 10.7 により複数の宙返りの捻っている段階を除き、大腿部は上体部にできるだけ密着した状態にするべきである。
10.4 「抱え型」の姿勢では、本規則 10.7 により捻りを伴った複数の宙返りを除き、手は膝より下の脚部に触れなければならない。
10.5 両手は可能な限り伸ぱし、身体に密着した状態でつけておかなければならない。
10.6 以下の項目は、各姿勢に求められる最低の定義である。
10.6.1 伸び型:上体と大腿部は、 135 度より開いていなければならない。
10.6.2 	えび型:上体と大腿部の角度は、 135 度以内でなければならない。また大腿部と下肢部は 135度より開いていなければならない。
10.6.3 抱え型:上体と大腿部の角度および大腿部と下肢部の角度は、135 度以内でなければならない。
10.7 捻りを伴った複数の宙返りにおける「抱え型」「えび型」の姿勢は、「パック」「えび型」の状態による捻り姿勢の範囲では、変更してよい。
10.8 四つん這い落ち、膝落ちは種目として認められない。

11 種目の反復
11.1 演技中に種目の反復が行われた場合は、反復種目の D 得点は加算されない。
11.2 同じ回転数の種目であっても、「抱え型」「えび型」「伸び型」のそれぞれの型で行われた場合は、別々の種目と見なし反復とはみなさない。「抱え型」と「バック姿勢」は同一の姿勢とみなされる。
11.3 同じ数の捻りおよび回転を伴った複数の(630 度以上の)宙返りの場合は、捻りの実施位置が異なったときは反復とはみなさない。

12 演技の中断
12.1 以下の場合、選手の演技は中断したものとみなす。
12.1.1 トランポリンのベッドに明らかに同時に両足で着地しなかった場合。
12.1.2 ベッドの弾性を利用せずに種目が継続された場合。
12.1.3 演技中にストレートジャンプが実施された場合。
12.1.4 	両足、シート姿勢、フロントドロップ姿勢、バックドロップ姿勢以外の姿勢でトランポリンベッドに着地した場合。
12.1.5 不完全種目が実施された場合。
12.1.6 演技中、身体の一部がトランポリンのベッド以外のものに触れた場合。
12.1.7 スポッターの身体またはスポッターマットに触れた場合。
12.1.8 演技中、不安定な状態でトランポリンから離れた場合。
12.1.9 四つん這い落ち、膝落ちを行った時点。
12.2 中断となった種目については得点を与えない。
12.3 選手の点数は、トランポリンのベッド上で完全に行われた種目のみを採点して決定される。
12.4 主審が最大得点を決定する。

13 演技の終了
13.1 演技はトランポリンのベッド上で身体を垂直にし、両足で静止しなければならない。
できない場合は、本規則 17.3.2 により減点される。
13.2 個人競技において最終種目の後、選手はベッドの弾性を使って、ストレートジャンプ(アウトバウンス)
をしてよい。但し、不安定なアウトバウンスの実施に関して、E(演技)審判員は、 0.1 点の追加減点を
与えることができる(本規則 17.3.2  を参照)。
13.3 選手は最後の着地後、約 3 秒間真っ直ぐに、安定した状態で立っていなければならない。 できない場合は、本規則 17.3.2 により安定性の欠如のため 0.1~0.2点 の減点が E(演技)審判員によりなされる。
13.4 選手が 10 種目以上の演技を行った場合、1.0点の減点がE（演技）審判員によりなされる。

14 採点
5 種類の得点が用いられる。  D (Difficulty)得点は、演技の難度点を表す。 E (Execution)
得点は、演技の演技点を表す。 H (Horizontal displacement)得点は、移動点を表す。 T(Time of flight)得点は演技における跳躍時間点を表す。
14.1 難度得点=D 得点の評価
原則として、演技中に実施された種目に与えられる D 得点に上限はない。
14.1.1 各種目の D 得点は、その種目の回転数と捻りの回転により算出される。
14.1.1.1 1/4 宙返り(90 度) 0.1 点

14.1.1.2 完全な 1 回宙返り(360 度) 0.5 点
14.1.1.3 完全な 2 回宙返り(720 度) 1.0 点
14.1.1.4 完全な 3 回宙返り(1080 度) 1.6 点
14.1.1.5 完全な 4 回宙返り(1440 度) 2.2 点
14.1.1.6 1/2 捻り(180 度) 0.1 点
14.1.1.7 加算については（公財）日本体操協会採点規則に準ずる。
14.1.2 捻り、回転が無い種目のD得点は、0.1点となる
14.1.3 宙返りと捻りを伴った種目では、宙返りと捻りの難度が合計され、D 得点となる。
14.1.4 捻りを伴わない 1 回宙返り(360 度~630 度)を「伸び型」「えび型」の姿勢で行った場合は、さ
らに 0.1 点が追加される。
14.1.5 720 度もしくはそれ以上の複数の宙返りに於いて、捻りを伴う、伴わないにかかわらず「伸び
型」「えび型」の姿勢で行った場合、宙返り 1 回につき 0.1 点が追加される。
14.2 採点方法
14.2.1 E 得点、 D 得点、H得点は 0.1 点を単位とする。
T 得点の評価については、1/100 秒単位で 切捨てにて評価を行う。
14.2.2 審判員は、お互いに独立して採点を記入しなければならない。
14.2.3 	主審の合図で E(演技)審判員、 D(難度)審判員は得点を公表しなければならない。
14.2.4 演技に対する得点=E 得点の評価
14.2.4.1 E(演技)審判員は本規則 17.3.に従い、演技のできばえを評価する。減点は、主審に
より決定された最大得点(最大10 点満点)より行われる。
14.2.4.2 S クラス以下は E(演技)審判員３名の得点を合計し E 得点とする。
14.2.4.3 C クラス以上は E(演技)審判員2 名の得点を合計し E 得点とする。
14.2.5 H 得点の評価
14.2.5.1 H得点に対する得点評価は、電子機器を用いて行われる。
評価は主審が行い、計測用機器に関わる責任を負う。
14.2.5.2 計測用機器が故障した場合、公式記録映像を用いて分析を行う。
14.2.6 跳躍時間に対する得点の評価(T 得点)
14.2.6.1 跳躍時間に対する得点評価は、電子機器を用いて行われる。
　　　　　　　　　　　　評価は 主審が行い、計測用機器に関わる責任を負う。
14.2.6.2 計測用機器が故障した場合、公式記録映像を用いて分析を行う。
14.2.7 演技に対する総得点の評価
14.2.7.1 S クラス以下は、E 得点、D 得点
本規則 4.5、 9.2、 9.4、13.4 に基づくぺナルティを合計し、総得点を算出する。得点=E (最大 30 点)＋D―ペナルティー
14.2.7.2 C クラス以上は、E 得点、 H 得点、 T 得点、 D 得点
本規則 4.5、9.2、 9.4、13.4 に基づくぺナルティを合計し、総得点を算出する。得点=E (最大 20 点)＋H (最大 10 点)＋D＋T－ペナルティ
14.2.8 D 得点の評価
14.2.8.1 D 審判員は演技の D 得点を本規則 14.1 に基づき算出する。
14.2.9 	すべての得点は小数点第二位まで表示する。算出方法は、選手の合計得点に関してのみ行われる。
14.2.10 主審は、その最終得点の有効性を決定する責任を負う。

C.審判団
15 審判団
15.1 構成	S クラス以下	C クラス以上
主審	1 名	1 名
E(演技)審判員	E 評価	3 名	2 名
D(難度)審判員	2 名	2 名   
合計	 6 名	 5 名
15.2 主審および審判員はトランポリン NO.1 から 5m~7m 離れ、床から最低 lm、最高 2m の高さに位置する審判台に着席する。
15.3 主審は、T ・H得点にかかわる電子機器の操作を行う。

16 主審の義務
16.1 審判員ミーティングの主催および採点方法の確認、採点練習の実施。(FIG 競技規則 7.9 も参照)。
16.2 すべての審判員・スポッター・記録係の配置および監督。
16.3 競技進行の管理。
16.4 競技における疑義解決のための評議の開催。
16.5 演技のやり直しが必要であるかどうかの決定。(本規則 3.2 参照)。
16.6 選手の服装についての判断(本規則 4 参照)。
16.7 演技の中断があった場合、その演技の最大得点の宣言(本規則 12 参照)。
16.8 測定器が故障した場合、H・T得点は審判員とともに公式映像を用いて判断。(本規則 14.2.6.2 参照)。
16.9 本規則 4.5、9.2、9.4、 13.4 に基づくペナルティーの決定。
16.10 全ての採点、計算、最終得点結果の監督。また演技点、D 得点に明らかに計算違いなどが認められる場合の調整。

17 E(演技)審判員
17.1 本規則 17.3 により演技のそれぞれの種目に対する評価を 0.0~0.5 の範囲で行い、それぞれの減点を採点用紙に記載する。
17.2 本規則 12.4 により主審によって指示されたその演技の最大得点より減点合計を引く。
17.3 演技に対する減点
17.3.1 それぞれの種目における、姿勢、およびコントロールの欠如に対する減点。 (0.1~0.5 点)
17.3.2 完全に実施された演技、10 種目の着地またはその後の安定性の欠如について以下の減点を行う。
(失敗が大きい方のみに 1 回の減点)
17.3.2.1 両足で着地後、直立姿勢がなく、安定性を欠き約 3 秒間の静止が無い場合、または、　　アウトバウンスのコントロール欠如（0.1~0.3 点）
17.3.2.2 着地の後、片手、もしくは両手がベッドに触れた場合。 （0.5 点）
17.3.2.3 着地の後、膝、手膝がベッドに触れる、またはべッドに倒れた場合。（1.0 点）
17.3.2.4 トランポリンベッド以外の場所(スプリング、パッド、フレームおよび安全台)に触れ

た場合(ベッド上で移動して触れた場合も含む)。	（0.5 点）
17.3.2.5 トランポリンベッドの枠外に着地または落下した場合。（1.0 点）
17.4 演技審判員の得点は表示(公表)される。

18 D(難度)審判員
18.1 競技カードに記入された種目と D 得点を確認する。
18.2 実施されたすべての種目、およびその D 得点を競技カードに記載する。
18.3 種目の中断がないかどうかを主審に伝えるとともに、演技の間にストレートジャンプが入っていない
かどうかを確認し、入っている場合は主審に報告する。(本規則 12.1.3 参照)。
18.4 難度審判員は演技が判断できなかった場合、主審とともに公式映像(C クラス以上)を用いて判断する。
18.5 フィートバウンス超過本数を主審に報告する。
18.6 難度審判員の得点は表示（公表）される。

19 表彰
19.1 各クラス男女別（混合）で 1 位～3 位にメダルと賞状を与える。
19.2 各クラス男女別（混合）で４位～6 位に賞状を与える。
19.3 同じ順位の場合、順位は繰り下げない。
19.4 参加選手全員に参加証明証を与える。
19.5 各クラス、男女総合で特別賞を与える。特別賞の選出方法は以下の順で決定する。
19.5.1 2 回の演技点（移動点を含む）の合計（すべてのペナルティを含む）
19.5.2 第１演技点（移動点を含む）の高い方
19.5.3 難度点が高い方
19.5.4 1 回目の演技の第 1 審判の得点が高い方
19.5.5 2 回目の演技の第 1 審判の得点が高い方
19.5.6 神奈川県知事杯対象選手は、SAクラスエントリー及び神奈川県トランポリン協会に登録している選手とする。下限難度を設ける。　女子　１１点　　男子　１２点
該当する選手がいない場合は、総合得点で最も上位の者とする。

「補足資料」

H 得点基準
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